
2010年7月31日より、次の通り「外国為替証拠金取引約款」を改訂します。 

本改訂に伴い約款の名称についても「店頭外国為替証拠金取引約款」に変更となりますこ

とも併せてお伝えさせていただきます。 

 

旧 新 

（約款の名称） 

外国為替証拠金取引約款 

 

第13条（取引の成立） 

（新設） 

 

 

 

 

 

第21条（取引証拠金の額） 

1.取引証拠金の計算方法は、当社が別途定め

るものとします。 

2.当社は前項の計算方法に基づき、次の各号

に定める取引証拠金の額を算出するものと

します。 

（1）必要証拠金額 

（2）維持証拠金額 

3.取引証拠金の額が、必要証拠金額を下回っ

た場合、お客様は新規の取引注文を行うこと

ができないものとします。 

4.取引証拠金の額が、維持証拠金額を下回っ

た場合、第24条に定めるロスカットルールに

従い、お客様のすべての建玉は決済され

るものとします。 

 

 

 

 

 

 

（約款の名称） 

店頭外国為替証拠金取引約款 

 

第13条（取引の成立） 

10.インターバンク市場において約定できる

レートが提示されていないときはお客様の

注文を受け付けることができない場合がご

ざいます。 

 

 

第21条（追加証拠金） 

1.当社は、毎営業日(祝日は除く、以下同じ)

建玉を保有しているお客様に対しニューヨ

ーククローズ時点の口座状況の確認を実施

し、同時点における時価評価総額が当社が別

途定める基準を下回った場合、お客様は当該

基準を上回る額まで追加証拠金の預託をす

るものとします。 

2.お客様は前項に定める追加証拠金を、当該

追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに

預託しなければならないものとします。ま

た、追加証拠金の預託は店頭外国為替証拠金

取引口座への預託をもって完了するものと

し、お客様の当該口座以外の口座（株式取引

口座（株式現物取引及び株式信用取引に係る

口座をいいます。以下同じ。）等をいいます。

以下、「その他口座」といいます。）に追加

証拠金相当額の以上の振替余力が存在して

いる場合であっても、お客様ご自身による振

替手続が行われない場合、追加証拠金の預託

がないものとして取り扱います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第32条（本取引・本サービスの利用禁

止・解約） 

1.お客様が、法令等・諸規則、オンライ

ントレード取扱規程、本約款、「取引ル

ール」の各定めに違反した場合、お客様

が本約款の内容について承認していた

だけない場合、その他やむを得ない事由

が生じたものと当社が判断した場合は、

当社は直ちにお客様に本取引の新規取

引及び本サービスを禁止することがで

きるものとします。この場合、お客様は

直ちに期限の利益を喪失するものとし

ます。 

3.前項の日時までに追加証拠金の預託を当

社が確認できない場合、当社はお客様に通知

することなく、すべての建玉を当社の任意に

処分し、またはその他口座からの振替を行

い、それを適宜債務の弁済に充当することが

できるものとします。 

4.お客様は、追加証拠金の預託をするまで、

新規建注文、及びその他口座への証拠金の振

替はできないものとします。 

5.本条は法人のお客様には適用しないもの

とします。 

 

第32条（本取引・本サービスの利用禁止・解

約） 

1. お客様が、法令等・諸規則、オンライン

トレード取扱規程、本約款、「取引ルール」

の各定めに違反した場合、お客様が本約款の

内容について承認していただけない場合、当

社が提供する価格等の情報の取得方法また

は利用方法が不適切であると当社が判断し

た場合、または過度の回転売買等不適切な取

引であると当社が判断した場合、その他やむ

を得ない事由が生じたものと当社が判断し

た場合は、当社は直ちにお客様に本取引の新

規取引及び本サービスを禁止することがで

きるものとします。この場合、お客様は直ち

に期限の利益を喪失するものとします。 

 

 

※なお、約款内の「外国為替証拠金取引」という表現について「店頭外国為替証拠金取引」

に変更し、誤字脱字等、形式面での軽微な修正も実施しております。 


